
個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 公害防止条例に基づく特定施設設置の届出等に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部環境政策局環境管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
公害防止条例に基づく特定施設設置の届出、立入検査等の事務を遂行

するため 

記録項目 

1．届出者住所（所在地） 2．電話番号 3．氏名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏名） 4.印影 5．工場等の名称 6．工場等

の所在地 7．業種 8．常時使用する従業員数 9．公害防止責任者

（担当部課（室）名、担当者氏名） 10．特定施設の種類等 

記録範囲 届出者（法人にあっては代表者）及び担当者 

記録情報の収集方法 届出者からの提出書類 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファイルに該当し

ない理由について、本ファイルは、紙媒体で保存されている個人情報

ファイルであって、加工可能な状態とするために多大な作業を要する

ものであることから、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内

で加工ができないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設等設置の届出に関

する事務ファイル 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部環境政策局環境管理課 

個人情報ファイルの利用目的 大気汚染防止法に基づく届出の受付のため 

記録項目 

1．届出者住所（所在地） 2．電話番号 3．氏名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏名） 4.印影 5．工場等の名称 6．工場等

の所在地 7．業種 8．常時使用する従業員数 9．公害防止責任者

（担当部課（室）名、担当者氏名） 10．特定施設の種類等 

記録範囲 届出者（法人にあっては代表者）及び担当者 

記録情報の収集方法 届出者からの提出書類 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファイルに該当し

ない理由について、本ファイルは、紙媒体で保存されている個人情報

ファイルであって、加工可能な状態とするために多大な作業を要する

ものであることから、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内

で加工ができないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 
水質汚濁防止法に基づく特定施設設置の届出に関する事務

ファイル 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部環境政策局環境管理課 

個人情報ファイルの利用目的 水質汚濁防止法に基づく届出の受付のため 

記録項目 

1．届出者住所（所在地） 2．電話番号 3．氏名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏名） 4.印影 5．工場等の名称 6．工場等

の所在地 7．業種 8．常時使用する従業員数 9．公害防止責任者

（担当部課（室）名、担当者氏名） 10．特定施設の種類等 

記録範囲 届出者（法人にあっては代表者）及び担当者 

記録情報の収集方法 届出者からの提出書類 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファイルに該当し

ない理由について、本ファイルは、紙媒体で保存されている個人情報

ファイルであって、加工可能な状態とするために多大な作業を要する

ものであることから、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内

で加工ができないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設設置の許可

に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部環境政策局環境管理課 

個人情報ファイルの利用目的 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請・届出の受付のため 

記録項目 

1．申請者・届出者住所（所在地） 2．電話番号 3．氏名（法人に

あっては、名称及び代表者の氏名） 4.印影 5．工場等の名称 6．

工場等の所在地 7．業種 8．常時使用する従業員数 9．公害防止

責任者（担当部課（室）名、担当者氏名） 10．特定施設の種類等 

記録範囲 申請者・届出者（法人にあっては代表者）及び担当者 

記録情報の収集方法 申請者・届出者からの提出書類 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファイルに該当し

ない理由について、本ファイルは、紙媒体で保存されている個人情報

ファイルであって、加工可能な状態とするために多大な作業を要する

ものであることから、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内

で加工ができないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 土壌汚染対策法に基づく状況調査の報告等に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部環境政策局環境管理課 

個人情報ファイルの利用目的 土壌汚染対策法に基づく報告・申請・届出の受付のため 

記録項目 
1．届出者住所（所在地） 2．電話番号 3．氏名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏名） 4.印影 5．土地所有者の登記簿  

記録範囲 届出者（法人にあっては代表者）、担当者及び関係者 

記録情報の収集方法 届出者及び関係者からの提出書類 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファイルに該当し

ない理由について、本ファイルは、紙媒体で保存されている個人情報

ファイルであって、加工可能な状態とするために多大な作業を要する

ものであることから、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内

で加工ができないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 地下水質調査事務ファイル 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部環境政策局環境管理課 

個人情報ファイルの利用目的 水質汚濁防止法の規定に基づく、地下水質の状況把握のため 

記録項目 1．井戸所有者の住所 2．氏名 

記録範囲 井戸所有者 

記録情報の収集方法 井戸所有者 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

□該当する。    ■該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考 

行政機関等匿名加工情報の提案を募集する個人情報ファイルに該当し

ない理由について、本ファイルは、紙媒体で保存されている個人情報

ファイルであって、加工可能な状態とするために多大な作業を要する

ものであることから、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内

で加工ができないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

作成年月日（修正した場合にあっ
ては、直近の修正年月日） 

令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 環境法令届出情報管理台帳システム 

行政機関等の名称 和歌山県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部環境政策局環境管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
各環境法令の届出情報を一括管理し、届出や立入検査等の事務を効率

的に遂行するため 

記録項目 

1．届出者住所（所在地） 2．電話番号 3．氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） 4．工場等の名称 5．工場等の所在地 6．

届出施設の種類等 

 

記録範囲 届出者（法人にあっては代表者）及び担当者 

記録情報の収集方法 届出者からの提出書類 

要配慮個人情報 □含まれる。    ■含まれない。 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

（所在地）和歌山市小松原通1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当 

するファイル 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイル 

■該当する。    □該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開コーナー 

和歌山市小松原通1-1 

行政機関等匿名
加工情報の概要 

行政機関等匿名
加工情報の本人
の数 

 

行政機関等匿名
加工情報に含ま
れる情報の項目 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

 

備   考  

 

 


